
松江市がん検診等実施要綱 

平成 22 年 3 月 10 日 

松江市告示第 47 号 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 4 条及び第 19 条の 2 の規定に

基づき松江市が実施する各種検診（以下「がん検診等」という。）について、必要な事項を

定める。 

（検診の種類及び内容） 

第 2 条 がん検診等の種類及び内容は、別表のとおりとする。 

（対象者） 

第 3 条 検診を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、松江市内に住所を有する

者で、受診するがん検診等の種類に応じて別表に定めるものとする。ただし、勤務先におい

てその事業主が実施するがん検診等を受診することができる者、がん検診等の対象疾患によ

り加療中の者又は他の制度でがん検診等を受診する機会のある者を除く。 

 （受診券の交付） 

第 4 条 市長は、対象者に対し、がん検診等受診券（様式第 2 号、様式第 2 号の 2 又は様式第

2 号の 3）を交付するものとする。 

（対象者の特例） 

第 5 条 第 3 条の規定にかかわらず、松江市外に住所を有する者であって、特別な事情により

がん検診等を受診する必要があると市長が認めた者（以下「特例対象者」という。）について

は、がん検診等の対象者とすることができる。 

2   前項の適用を受けようとする者は、がん検診等の対象者認定申請書（様式第 1 号）を市長

に提出しなければならない。 

3  市長は、前項の申請に基づき特例対象者として認めることができるときは、当該申請者に

対し、がん検診等受診券を交付するものとする。 

4  市長は、第 2 項の申請に基づき特例対象者として認めることができないときは、がん検診

等の対象者認定不承認通知書（様式第 3 号）により、当該申請者へ通知するものとする。 

 （実施回数） 

第 6条 同一の者に対して行うがん検診等の回数は、原則として 1人につき 1年に 1回とする。

ただし、乳がん検診及び胃がん検診は原則として 1 人につき 2 年に 1 回とする。 

（実施方法） 

第 7 条 がん検診等の実施主体は松江市とし、市長が医療機関、島根県環境保健公社及び島根



県厚生農業協同組合連合会（以下「医療機関等」という。）に委託して実施するものとする。 

2 前項に規定する医療機関等への委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（周知の方法） 

第 8 条 対象者へのがん検診等の実施に関する周知は、市報等により行うものとする。 

（自己負担金） 

第 9 条 がん検診等を受診する者（以下「受診者」という。）は、受診の際に、受診するがん検

診等の種類に応じて別表に定める自己負担金額を医療機関等へ納付しなければならない。 

（自己負担金の免除） 

第 10 条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、自己負担金を免除す

ることができる。 

⑴ 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）に規定する被保護者 

⑵ 受診する日の属する年度の市民税が非課税の世帯に属する者。ただし、4 月 1 日から 6

月 30 日までの間にがん検診等を受診する場合は、前年度の市民税が非課税の世帯に属する

者 

⑶ 松江市福祉医療費助成条例(平成17年松江市条例第178号)に規定する福祉医療費医療証

又は福祉医療費資格証の交付を受けている者 

⑷ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成 6 年法律第 117 号）に規定する被爆者

健康手帳の交付を受けている者 

⑸ 肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診及び乳がん検診を受診する者のうち、受診する

日の属する年度の 4 月 1 日において、40 歳以上で 5 歳刻みの年齢に達する者 

⑹ 子宮がん検診を受診する者のうち、受診する日の属する年度の 4 月 1 日において、20 歳

以上で 5 歳刻みの年齢に達する者 

⑺ 前立腺がん検診を受診する者のうち、受診する日の属する年度の 4 月 1 日において、50

歳以上で 5 歳刻みの年齢に達する者 

⑻ 前各号に規定するもののほか、市長が特別の事情があると認める者 

（自己負担金の免除の方法） 

第 11 条 前条の規定により自己負担金の免除を受けようとする者は、がん検診等受診時に、次

の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を提示して、免除を受けるものとする。た

だし、がん検診等受診時に当該書類を提示しなかった場合は、自己負担金を支払うものとし、

当該自己負担金は返還しないものとする。 

⑴ 前条第1号に該当する者 福祉事務所長が発行した生活保護証明書 

⑵ 前条第2号に該当する者 次条第2項に規定する市民税非課税世帯無料券 

http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/reiki/reiki_honbun/r1300321001.html#top
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%88%86%E5%BC%BE%E8%A2%AB%E7%88%86%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8F%B4%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B


⑶ 前条第3号に該当する者 福祉医療費医療証又は福祉医療費資格証 

⑷ 前条第4号に該当する者 被爆者健康手帳 

⑸ 前条第5号から第7号までのいずれかに該当する者 公的機関が発行する生年月日の記載

のある身分証明書 

⑹ 前条第8号に該当する者 その他市長が認める書類 

（無料券の申請及び交付決定等） 

第 12 条 第 10 条第 2 号に該当する者（以下この条において「申請者」という。）は、受診日の

20 日前までに市長に対し、市民税非課税世帯無料券交付申請書（様式第 4 号）を提出しなけ

ればならない。 

2  市長は、申請者から前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、市

民税の課税状況等の調査を行い、自己負担金の免除を受ける資格があると認めたときは、当

該資格がある者に対し、申請のあったがん検診等の種類ごとに市民税非課税世帯無料券（様

式第 5 号。以下「無料券」という。）を発行し、交付する。なお、市民税の課税状況等の調査

においては、確認日時点の情報を用いるものとする。 

3  市長は、前項の書類審査及び市民税の課税状況等の調査により、自己負担金の免除を受け

る資格がないと認めたときは、申請者に対し、その旨を市民税非課税世帯無料券交付不承諾

通知（様式第 6 号）により通知する。 

（無料券の再交付） 

第 13 条 無料券の交付を受けた者が無料券を破損し、又は亡失したことにより無料券の再交付

を必要とするときの当該再交付の申請等については、前条の規定を準用する。 

2  前項の申請があった場合における交付決定等の手続は、前条第 2 項及び第 3 項の規定を準

用する。 

（自己負担金の免除の取消し等） 

第 14 条 市長は、自己負担金の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

免除を取り消し、免除した自己負担金の返還を求めることができる。 

(1) 偽り、詐欺、なりすましその他不正な手段により無料券の交付を受けたことが判明した

とき 

(2) 免除に係る書類を不正に利用し免除を受けたことが判明したとき 

(3) その他申請の内容と異なる事実が判明したとき 

2 市長は、無料券の交付を受けた者が当該無料券を使用する前に前項各号のいずれかに該当す

ることを知ったときは、当該無料券の交付決定を取り消し、その返還を求めることができる。 

 （免除の特例） 



第 15 条 市長は、医療機関等でがん検診等を受診し、当該医療機関等に自己負担金を支払った

受診者（第 10 条各号に掲げる者であって、当該各号に定める書類を所持しているにもかかわ

らず提示しなかった者を除く。）に特別な事情があると認めたときは、第 11 条の規定にかか

わらず、当該受診者が支払った自己負担金額を償還するものとする。 

2  前項の規定により、自己負担金の償還を受けようとする者は、受診した日の属する年度の

翌年度の４月末日までにがん検診等償還払い申請書（様式第 7 号）に、当該医療機関等が発

行した領収書又は医療費領収証明書を添付して市長に提出しなければならない。 

（検診結果の通知） 

第 16 条 市長は、検診結果及び精密検査等の必要性の有無について、速やかに受診者へ通知す

るものとする。 

（記録の整備） 

第 17 条 市長は、受診者の検診の記録を整備し、保存するとともに、受診者の了解を得た上で、

精密検査の受診状況及びその結果を調査し、精度管理に努めるものとする。 

2  医療機関等は、常に精度管理に努め、検診に伴う資料、読影記録、報告書等を、作成した

年度の翌年度から 5 年を経過するまでの期間、保存しなければならない。 

（個人情報の保護） 

第 18 条 市長及び医療機関等は、検診の結果の取扱いに特に留意し、秘密を保持しなければ

ならない。 

 （その他） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

1 この告示は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

（八束郡東出雲町の編入に伴う経過措置） 

2   八束郡東出雲町の編入の日の前日までに東出雲町がん検診実施要綱（平成 20 年東出雲町告

示第 55 号。）の規定により交付されたがん検診受診券は、この告示の規定により交付された

がん検診受診券とみなす。 

   附 則 

 この告示は平成 23 年 8 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

1  この告示は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 



（松江市女性特有のがん検診推進事業実施要綱等の廃止） 

2  松江市女性特有のがん検診推進事業実施要綱（平成 21 年松江市告示第 266 号）は、廃止す

る。 

3  松江市大腸がん検診推進事業実施要綱（平成 23 年松江市告示第 410 号）は、廃止する。 

附 則 

この告示は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は平成 28 年 6 月 29 日から施行する。 

附 則 

この告示は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は令和 3 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この告示は令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 



別表(第 2 条、第 3 条、第 9 条関係 ) 

検診の種類 検診内容 対象者 方法 自己負担金 

一般健康診査 身長、体重、腹囲測定、診察、

血圧、血液検査、尿検査等 

20歳以上39歳以下の者及び20歳以上の生活

保護法に規定する被保護者 

集団健診及び個

別健診 

500 

 

肝炎ウイルス

検診 

血液検査 これまでに肝炎ウイルス検査を受けたこと

がない40歳以上の者 

集団検診及び個

別検診 

無料 

 

前立腺がん検

診 

血液検査 50歳以上の男性 集団検診及び健

康診査と同時受

診する個別検診 

200 

個別検診 300 

胃がん検診 問診及び胃部間接撮影 40歳以上の者（前年度受診した者を除く。） 集団検診 700 

問診及び胃部直接撮影 40歳以上の者（前年度受診した者を除く。） 個別検診 1,700 

問診及び胃部内視鏡検査 50歳以上の者（前年度受診した者を除く。） 個別検診 2,000 

大腸がん検診 問診及び便潜血検査(免疫

法) 

40歳以上の者 集団検診及び受

け渡し方式 

200 

個別検診 400 

肺がん検診 

(65歳以上の者

は結核検診を

含む) 

問診及びエックス線検査 40歳以上の者 個別検診 500 

喀痰検査 エックス線検査を受診する者のうち、50歳

以上の者で喫煙指数(1日本数×喫煙年数)

が600以上の者 

個別検診 600 

問診及びエックス線検査 40歳以上の者 集団検診 200 

喀痰検査 エックス線検査を受診する者のうち、50歳

以上の者で喫煙指数(1日本数×喫煙年数)

が600以上の者 

集団検診 300 

子宮がん検診 問診、視診、子宮頸部の細胞

診及び内診 

20歳以上39歳以下の女性 

(前年度又は前々年度に受診した結果、3年

後受診と判定された者を除く。) 

集団検診 無料 

個別検診 無料 

40歳以上の女性 

(前年度又は前々年度に受診した結果、3年

後受診と判定された者を除く。) 

集団検診 600 

個別検診 1,100 

子宮体部の細胞診 子宮頸
けい

部の細胞診を受診する20歳以上の女

性で、医師が必要と判断した者 

個別検診 600 

ＨＰＶ検査 子宮頸部の細胞診を受診する25歳以上の女

性 

集団検診 600 

個別検診 800 

乳がん検診 問診及びマンモグラフィー

検査 

40歳以上49歳以下の女性 

(前年度受診した者を除く。) 

集団検診及び個

別検診 

1,100 

50歳以上の女性 

(前年度受診した者を除く。) 

集団検診及び個

別検診 

800 

歯周病検診 問診、口腔内検査及び歯科保

健指導 

40歳、50歳、60歳の者 個別検診 無料 

備考  1 検診内容の詳細は、市長が別に定める  

2 「対象者」欄の年齢は、受診する日の属する年度の末日までに当該年齢に到達する場合

を含む。ただし、子宮がん検診のうち HPV検査及び歯周病検診については、受診する日の

属する年度の 4月 1日時点における年齢とする。  

3 「受け渡し法」とは、受診者が自宅等において検体を採取し、医療機関等に直接持参す

ることによって受診する方法をいう。



様式第 1 号（第 5 条関係）  

年  月  日  

 

がん検診等の対象者認定申請書  

 

（あて先）松江市長  

住 所  

申請者 氏 名          

 

下記のとおり、がん検診等の対象者として認定していただきますよう申請いたし

ます。  

記  

 

生 年 月 日 年    月     日（   ）歳  

住 民 票 上 の 住 所  

認定を必要とする理由   



様式第 2 号（第 4 条、第 5 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 2 号の 2（第 4 条、第 5 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 2 号の 3（第 4 条、第 5 条関係）  

 

 

 

１面 ２面 ３面

〒

松江市　　　　　　　課 電話

料金 受診日及び場所

カナ氏名

生年月日

   　胃がん検診

有効期間 　　　　　年度　対象検診一覧

受診券№ 検診内容

住所

乳がん検診

   　大腸がん検診

 肺がん検診

受診券№

　前立腺がん検診

子宮がん検診

肝炎ウイルス検診

重要

年度

松江市 がん検診等受診券

１面 ２面 ３面

〒

松江市　　　　　　　課 電話

受診券№ 受診日及び場所検診内容

カナ氏名

生年月日

住所

胃がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

受診券№

有効期間 　　　　　年度　対象検診一覧

前立腺がん検診

子宮がん検診

乳がん検診

肝炎ウイルス検診

歯周病検診

重要

年度
松江市 がん検診等無料受診券

あなたは
今年度「無料」で受けられます。

１面 ２面 ３面

〒

松江市　　　　　　　課 電話

住所

カナ氏名

生年月日

 子宮がん検診
(頸部細胞診検査)

（無料）

有効期間 　　　　　年度　対象検診

受診券№

受診券№

重要

年度

松江市 がん検診等受診券



様式第 3 号（第 5 条関係） 

第     号 

年  月  日 

    様 

 

松江市長       印  

 

がん検診等の対象者認定不承認通知書 

 

  年  月  日付けで申請があったがん検診等対象者の認定については、下記の理

由で不承認としたので通知します。 

 

記 

 

不承認の理由 

 

 

 

 

 



様式第 4 号（第 12 条関係） 

  年度 市民税非課税世帯無料券交付申請書 

     年   月   日  

（あて先）松江市長                 〒      - 

申請者  住 所  松江市             

氏 名                  

電話番号                 

 

市民税非課税世帯無料券の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

なお、当該申請において、松江市が私及び私と同一世帯に属する者の市民税の課税状況を調

査することに同意します。また、このことについては、私の世帯員の同意を得ています。 

 

記 

1.申請理由  市民税非課税世帯のため（住民票上の世帯員全員が非課税のため） 

2.無料券の交付を希望する世帯員 

ふりがな 申請者との

続柄 
生年月日 受診する検診種別（○で囲んでください） 

氏  名 

  

  年  月  日 

前立腺がん検診 胃がん検診 大腸がん検診 

肺がん検診 子宮がん検診 乳がん検診 

一般健康診査(20～39 歳の人のみ) 
 

  

  年  月  日 

前立腺がん検診 胃がん検診 大腸がん検診 

肺がん検診 子宮がん検診 乳がん検診 

一般健康診査(20～39 歳の人のみ) 
 

  

  年  月  日 

前立腺がん検診 胃がん検診 大腸がん検診 

肺がん検診 子宮がん検診 乳がん検診 

一般健康診査(20～39 歳の人のみ) 
 

※ 受診予定日の 20 日前までに申請してください。 

※ 「市民税非課税世帯」とは、住民票に記載されているご家族全員が市民税を課税されて

いない場合に該当します。また、未申告者のいる世帯は、課税状況の判定ができませんの

で、対象にはなりません。 

※ 世帯員のうち、   年 1 月 1 日に松江市に住民登録のない人は、前住所地の課税証明

書を申請書に添付してください。 

※ 今年度の市民税課税額は 6 月に決定するため、無料券の発送は、6 月中旬以降になりま

す。6 月に受診する場合は、事前に      までご連絡ください。 

※ 検診受診後に申請しても、自己負担金の返還はできませんので、ご注意ください。



様式第 5 号（第 12 条関係） 

注 意 事 項   

○この無料券に記載された本人のみ、松江市の指定した医療機関等で使用できます。 

またこの無料券は、第三者への譲渡はできません。 

○検診を受診する際に、この無料券と「がん検診等受診券」を受付へ提出してください。 

○この無料券は、大切なものなので、紛失しないようにしてください。万一、紛失又は滅失

された場合は      へ連絡してください。 

○この無料券に記入された内容が修正された場合は、使用できません。 

○松江市から転出された場合は、使用できません。 

○有効期限までに終了する検診があります。「けんしんのお知らせ」をご確認ください。 

 

                          

                             

   年度 市民税非課税世帯無料券  

検診等の種類 （        ） 
 

氏  名        

住  所       

生年月日        

がん検診受診券番号   

 

交 付 日     年  月  日 

有効期限     年  月  日 

 

松江市長       印   

 

 

 ※医療機関等記入欄 

受診日    年  月  日 
医療機関等の

名称 
 

 

きりとりせん 



様式第 6 号（第 12 条関係） 

 第     号 

  年  月  日  

              様 

松江市長        印  

  

 

    年度 市民税非課税世帯無料券交付不承諾通知 

 

年  月  日付けで、申請のあった市民税非課税世帯無料券の交付については、下

記のとおり、申請のあった一部又は全部を不承諾としたので通知します。 

 

記 

 

 無料券の交付を不承諾とした健診の種類 

一般健康診査 前立腺がん検診 胃がん検診 大腸がん検診 

肺がん検診 子宮がん検診 乳がん検診  

 

不承諾の理由 



様式第 7 号（第 15 条関係） 

                   年  月  日 

 

がん検診等負担金償還払い申請書 

 

（あて先）松江市長 

 

住 所 

申請者  氏 名               

電 話 番 号 

 

下記のとおり、がん検診等の負担金について償還払いをしていただきますよう申請いたし

ます。 

 

記 

 

受診者氏名  

生 年 月 日         年    月    日  （    ）歳 

金   額                          円 

検診の種類等 
 

検診の種類 検 査 日 検診を受けた医療機関等 

一般健康診査  年  月  日   

前立腺がん検診 年  月  日  

胃がん検診 年  月  日  

大腸がん検診 年  月  日  

肺がん検診 年  月  日  

子宮がん検診 年  月  日  

乳がん検診 年  月  日  

備   考  

 

                            住民基本台帳     記録票       口座振替依頼書     領収書      

※松江市記入欄 


